
政
令
第
四
十
四
号

防
衛
省
組
織
令
及
び
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
防
衛
省
設
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
条
第
三
項
及
び
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
六
十
六
号
）
第
十
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
防
衛
省
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

防
衛
省
組
織
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
十
七
条
第
一
号
中
「
も
の
」
の
下
に
「
及
び
宇
宙
に
関
す
る
領
域
に
係
る
も
の
」
を
加
え
る
。

第
百
三
十
九
条
第
五
号
中
「
各
部
」
の
下
に
「
、
科
学
技
術
官
」
を
加
え
る
。

「
援
護
業
務
課

第
百
四
十
一
条
中
「
五
課
」
を
「
四
課
」
に
、
「
人
事
計
画
課
」
を
「
人
事
教
育
計
画
課
」
に
、

を
「

教
育
課

」

募
集
・
援
護
課
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
二
条
の
見
出
し
を
「
（
人
事
教
育
計
画
課
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
人
事
計
画
課
」
を
「
人
事
教
育
計
画
課
」

に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
統
合
幕
僚
監
部
」
の
下
に
「
及
び
募
集
・
援
護
課
」
を
加
え
、
同
条
第
四
号
中
「
及
び
招
集
手



続
」
を
削
り
、
同
条
中
第
五
号
を
第
九
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

五

教
育
訓
練
計
画
に
関
す
る
こ
と
（
統
合
幕
僚
監
部
及
び
運
用
支
援
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

六

学
校
及
び
教
育
訓
練
部
隊
に
関
す
る
こ
と
。

七

学
校
に
お
け
る
調
査
及
び
研
究
の
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

八

教
範
そ
の
他
の
教
育
訓
練
資
料
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

第
百
四
十
三
条
第
一
号
中
「
人
事
計
画
課
」
を
「
人
事
教
育
計
画
課
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
五
条
の
見
出
し
を
「
（
募
集
・
援
護
課
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
援
護
業
務
課
」
を
「
募
集
・
援
護
課
」
に
改

め
、
第
三
号
を
第
五
号
と
し
、
第
二
号
を
第
四
号
と
し
、
第
一
号
を
第
三
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

一

職
員
の
募
集
に
関
す
る
こ
と
。

二

予
備
自
衛
官
の
招
集
手
続
に
関
す
る
こ
と
。

第
百
四
十
六
条
を
削
る
。

第
百
四
十
七
条
中
「
装
備
体
系
課
」
を
「
事
業
計
画
第
一
課
」
に
、
「
情
報
通
信
課
」
を
「
事
業
計
画
第
二
課
」
に
改
め

、
同
条
を
第
百
四
十
六
条
と
し
、
第
百
四
十
八
条
を
第
百
四
十
七
条
と
す
る
。



第
百
四
十
九
条
の
見
出
し
を
「
（
事
業
計
画
第
一
課
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
装
備
体
系
課
」
を
「
事
業
計
画
第
一
課
」

に
改
め
、
「
統
合
幕
僚
監
部
」
の
下
に
「
及
び
事
業
計
画
第
二
課
」
を
加
え
、
同
条
第
一
号
中
「
装
備
体
系
」
を
「
航
空
機

、
装
備
品
及
び
食
糧
そ
の
他
の
需
品
（
以
下
こ
の
目
に
お
い
て
「
航
空
装
備
品
等
」
と
い
う
。
）
の
取
得
、
運
用
、
維
持
等

の
態
勢
の
整
備
に
係
る
計
画
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
装
備
」
を
「
航
空
装
備
品
等
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
を
削
り

、
同
条
を
第
百
四
十
八
条
と
す
る
。

第
百
五
十
条
の
見
出
し
を
「
（
事
業
計
画
第
二
課
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
情
報
通
信
課
」
を
「
事
業
計
画
第
二
課
」
に

、
「
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
」
を
「
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
五
号
及
び
第
六
号
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。

一

防
衛
及
び
警
備
の
計
画
に
基
づ
く
宇
宙
、
サ
イ
バ
ー
及
び
電
磁
波
に
関
す
る
領
域
に
係
る
航
空
装
備
品
等
並
び
に
航

空
自
衛
隊
の
情
報
シ
ス
テ
ム
の
取
得
、
運
用
、
維
持
等
の
態
勢
の
整
備
に
係
る
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

第
百
五
十
条
第
六
号
中
「
こ
と
」
の
下
に
「
（
情
報
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第

八
号
と
し
、
同
条
中
第
五
号
を
第
七
号
と
し
、
第
四
号
を
第
六
号
と
し
、
第
三
号
を
第
五
号
と
し
、
同
条
第
二
号
中
「
こ
と

」
の
下
に
「
（
統
合
幕
僚
監
部
及
び
情
報
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
四
号
と
し
、



同
条
第
一
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

二

宇
宙
、
サ
イ
バ
ー
及
び
電
磁
波
に
関
す
る
領
域
に
係
る
航
空
装
備
品
等
並
び
に
航
空
自
衛
隊
の
情
報
シ
ス
テ
ム
の
基

準
に
関
す
る
こ
と
。

三

宇
宙
、
サ
イ
バ
ー
及
び
電
磁
波
に
関
す
る
領
域
並
び
に
航
空
自
衛
隊
の
情
報
シ
ス
テ
ム
に
係
る
防
衛
及
び
警
備
の
方

法
の
研
究
改
善
に
関
す
る
こ
と
。

第
百
五
十
条
を
第
百
四
十
九
条
と
し
、
第
百
五
十
一
条
を
第
百
五
十
条
と
し
、
第
百
五
十
二
条
を
第
百
五
十
一
条
と
す
る
。

第
百
五
十
三
条
中
「
か
ら
第
四
号
ま
で
」
を
「
及
び
第
三
号
」
に
改
め
、
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第

五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
同
条
第
七
号
中
「
輸
送
、
」
を
削
り
、
同
号
を
同
条
第
六
号
と
し
、
同
条

第
八
号
を
同
条
第
七
号
と
し
、
同
条
を
第
百
五
十
二
条
と
す
る
。

第
百
五
十
四
条
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

航
空
自
衛
隊
の
情
報
シ
ス
テ
ム
及
び
当
該
情
報
シ
ス
テ
ム
で
用
い
ら
れ
る
情
報
の
保
証
に
関
す
る
こ
と
。

第
百
五
十
四
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

第
三
号
に
規
定
す
る
事
務
に
関
す
る
技
術
指
導
に
関
す
る
こ
と
。



第
百
五
十
四
条
を
第
百
五
十
三
条
と
し
、
第
百
五
十
五
条
を
第
百
五
十
四
条
と
す
る
。

第
百
五
十
六
条
第
一
号
中
「
及
び
整
備
」
を
「
、
整
備
及
び
輸
送
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
計
画
」
の
下
に
「
並
び

に
輸
送
の
計
画
」
を
加
え
、
同
条
第
五
号
中
「
業
務
」
の
下
に
「
並
び
に
輸
送
に
関
す
る
業
務
」
を
加
え
、
同
条
中
第
六
号

か
ら
第
八
号
ま
で
を
削
り
、
第
九
号
を
第
六
号
と
し
、
同
条
を
第
百
五
十
五
条
と
す
る
。

第
百
五
十
七
条
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。

二

輸
送
に
関
す
る
こ
と
（
統
合
幕
僚
監
部
及
び
装
備
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

第
百
五
十
七
条
を
第
百
五
十
六
条
と
し
、
第
百
五
十
八
条
を
第
百
五
十
七
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
科
学
技
術
官
）

第
百
五
十
八
条

幕
僚
監
部
に
、
科
学
技
術
官
一
人
を
置
く
。

２

科
学
技
術
官
は
、
航
空
自
衛
官
を
も
つ
て
充
て
る
。

３

科
学
技
術
官
は
、
幕
僚
長
の
命
を
受
け
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

防
衛
装
備
庁
に
対
す
る
航
空
装
備
品
等
の
研
究
開
発
の
要
求
に
関
す
る
こ
と
。



二

航
空
装
備
品
等
の
研
究
改
善
並
び
に
制
式
及
び
規
格
に
関
す
る
こ
と
（
首
席
衛
生
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く

。
）
。

三

幕
僚
監
部
の
所
掌
事
務
に
係
る
科
学
技
術
に
関
す
る
資
料
及
び
情
報
の
収
集
及
び
整
理
に
関
す
る
こ
と
。

四

航
空
装
備
品
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
技
術
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

第
百
六
十
一
条
第
三
項
第
二
号
中
「
人
事
計
画
課
」
を
「
人
事
教
育
計
画
課
」
に
改
め
る
。

（
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
三
百
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

「
課
長

別
表
第
三
航
空
幕
僚
監
部
の
項
中
「
課
長
」
を

に
改
め
る
。

科
学
技
術
官
」

附

則

こ
の
政
令
は
、
令
和
三
年
三
月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。



理

由

自
衛
隊
の
任
務
の
円
滑
な
遂
行
を
図
る
た
め
、
統
合
幕
僚
監
部
指
揮
通
信
シ
ス
テ
ム
部
指
揮
通
信
シ
ス
テ
ム
企
画
課
の
所
掌

事
務
を
変
更
す
る
ほ
か
、
航
空
幕
僚
監
部
に
科
学
技
術
官
一
人
を
置
く
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
科
学
技
術
官
の
俸
給
の
特
別

調
整
額
を
定
め
る
等
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


